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衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
地
方
公
務
員
法
の
欠
格
条
項
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
地
方
公
務
員
法
の
欠
格
条
項
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

成
年
被
後
見
人
に
つ
い
て
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
七
条
に
お
い
て
、
精
神
上
の
障
害
に
よ
り

事
理
を
弁
識
す
る
能
力
を
欠
く
常
況
に
あ
る
者
と
さ
れ
て
お
り
、
同
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
日
用
品
の
購
入
そ
の
他
日

常
生
活
に
関
す
る
行
為
を
除
き
、
成
年
被
後
見
人
の
法
律
行
為
は
、
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

被
保
佐
人
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
十
一
条
に
お
い
て
、
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
事
理
を
弁
識
す
る
能
力
が
著
し
く
不
十
分
で

あ
る
者
と
さ
れ
て
お
り
、
同
法
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
佐
人
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
為
で
あ
っ

て
、
そ
の
同
意
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
許
可
を
得
な
い
で
し
た
も
の
は
、
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
地
方
公
務
員
は
、
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
公
共
の
利
益
の
た
め
に
勤
務
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
定
の
状
況
に
あ
る

者
に
つ
い
て
は
、
職
員
た
る
資
格
を
認
め
な
い
こ
と
が
地
方
公
共
団
体
の
行
政
の
民
主
的
か
つ
能
率
的
な
運
営
の
観
点
か
ら

合
理
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
十
六
条
の
規
定

に
よ
り
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
を
含
む
一
定
の
者
に
つ
い
て
欠
格
条
項
が
定
め
ら
れ
、
ま
た
、
同
法
第
二
十
八
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
欠
格
条
項
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
の
失
職
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

一



各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
同
法
第
十
六
条
又
は
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て

は
、
欠
格
条
項
の
趣
旨
等
を
踏
ま
え
て
検
討
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
政
府
と
し
て
、
個
々
の
地
方
公
共
団
体
の
条

例
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
見
解
を
述
べ
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二
に
つ
い
て

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人
に
係
る
地
方
公
務
員
法
第
十
六
条
第
一
号
の
規
定
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
公
務
員
法
制

に
お
け
る
欠
格
条
項
の
趣
旨
、欠
格
条
項
の
適
用
を
除
外
す
る
場
合
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、

慎
重
に
検
討
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二


